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第 2 章 地域の概況 

 
2.1 地域の概要 
湖周地区、塩尻市及び辰野町を含む地域（以下、「当該地域」という。）は長野県のほぼ

中央に位置している。湖周地区は岡谷市、諏訪市、下諏訪町の 2 市１町より構成されてい

る。湖周地区は、諏訪湖の周囲に位置しており、東の霧ヶ峰山塊及び八ヶ岳山系、南の入

笠釜無山系、西から北にかけての西山山系及び東山山系に囲まれた諏訪盆地の北側部分で

ある。諏訪湖は、諏訪盆地の水を集め天竜川となって太平洋まで南流している。塩尻市、

辰野町は東山山系を挟んで岡谷市の西側に位置している。 
当該地域の位置を図 2.1.1 に示す。 
岡谷市は諏訪盆地の北西部を占めている。霧ケ峰に続く鉢伏山と東山山系を源とする塚

間川、横河川、砥川の 3 河川は南流して扇状地をつくり、諏訪湖へ入る。 
気候は内陸性の気候であるため、年間を通じて降水量が少なく、気温の年較差や日較差

が大きい。また、湿度が低い、日射量が多いといった特徴をもっている。 
対象事業実施区域は図2.1.2に示すとおり、岡谷市西部の東山山系の一角に位置しており、

周囲の大部分は針葉樹林となっている。 
交通では、北側には首都圏、中京圏との交通の要となる長野自動車道岡谷 IC があり、ま

た東西方向へ一般国道 20 号が走っている。 
対象事業実施区域に隣接して東側に鳥居平やまびこ公園がある。さらに東側は斜面を挟

んで岡谷市の市街地が広がり、集落が密集している。対象事業区域の西側には、勝弦峠を

挟んで樋沢地区の集落がある。 
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図 2.1.1 関連市町村位置図 



21 



22 

2.2 社会的状況 
予備調査の範囲については、想定する計画施設の規模から算出した排出ガスの最大濃度

出現距離（2km と予測）の 2 倍である半径 4km とした。社会的状況の予備調査の範囲は、

湖周地区に加え、半径 4km 圏内にある塩尻市、辰野町を含めた。 
 

2.2.1 人口及び産業の状況 
（1）人口 

湖周地区、塩尻市及び辰野町の人口の状況を表 2.2.1 に示す。平成 23 年 1 月の人

口は、対象事業実施区域のある岡谷市が 52,752 人である。 
また、湖周地区 3 市町の人口の推移を図 2.2.1 に示す。湖周地区の人口は減少傾向

にある。 
 

表 2.2.1 人口等 
（平成 23 年 1 月 1 日現在） 

 
世帯数 

（世帯） 

人口(人) 

総数 

1 世帯当たり

人口（人） 

対前年人口

増加率（％）

人口密度 

（人/km2） 

面積 

（km2） 

岡谷市 19,474 52,752 2.7 -0.41 619.6 85.14

諏訪市 20,536 51,214 2.5 -0.56 469.6 109.06

下諏訪町 8,358 21,512 2.6 -1.07 321.6 66.90

湖周地区 
（3 市町計） 

48,368 125,478 ― -0.59 480.6 261.10

塩尻市 25,086 67,572 2.7 -0.08 232.9 290.13

辰野町 7,348 20,858 2.8 -0.66 123.4 169.02

5 市町全体 80,802 213,908 ― -0.43 297.0 720.25

注）対前年人口増加率（％）=（平成 22 年 10 月人口/平成 21 年 10 月人口-1）×100 
出典：長野県ホームページ（長野県統計情報データベース；毎月人口異動調査） 
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出典：長野県ホームページ（長野県統計情報データベース；毎月人口異動調査） 

図 2.2.1 3 市町人口の推移（岡谷市、諏訪市、下諏訪町）
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（2）産業 

湖周地区、塩尻市及び辰野町の産業（大分類）別従業者数を表 2.2.2 に示す。 
平成 17 年の産業大分類別従業者数は、各市町村ともに、製造業が大きな割合を占

め、卸売・小売業がこれに次いでいる。 
 

表 2.2.2 産業大分類別従業者数（平成 17 年） 

 

岡谷市 諏訪市 下諏訪町 塩尻市 辰野町 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

総数 27,928  ― 27,925 ― 11603 ― 37,115 ― 11,243 ― 

農業 584  2.09 1,094 3.92 248 2.14 3,735 10.06 841 7.48

林業 18  0.06 7 0.03 6 0.05 36 0.10 16 0.14

漁業 18  0.06 12 0.04 3 0.03 3 0.01 1 0.01

鉱業 8  0.03 19 0.07 1 0.01 4 0.01 2 0.02

建設業 2,088  7.48 2,022 7.24 767 6.61 2,649 7.14 774 6.88

製造業 10,520  37.67 8,283 29.66 4192 36.13 10,162 27.38 4,518 40.19

電気・ガス 
熱供給・水道業 

114  0.41 143 0.51 84 0.72 150 0.40 32 0.28

情報通信業 332  1.19 406 1.45 160 1.38 593 1.60 102 0.91

運輸業 737  2.64 810 2.90 284 2.45 1,841 4.96 323 2.87

卸売・小売業 4,359  15.61 4,592 16.44 1624 14.00 6,194 16.69 1,439 12.80

金融・保険業 532  1.90 566 2.03 184 1.59 484 1.30 143 1.27

不動産業 162  0.58 216 0.77 74 0.64 212 0.57 19 0.17

飲食店，宿泊業 1,161  4.16 1,846 6.61 682 5.88 1,603 4.32 410 3.65

医療，福祉 2,358  8.44 2,062 7.38 1049 9.04 2,766 7.45 793 7.05

教育，学習支援業 995  3.56 962 3.44 488 4.21 1,432 3.86 378 3.36

複合サービス業 269  0.96 309 1.11 117 1.01 556 1.50 163 1.45

サービス業 
（他に分類されな

いもの） 
2,968  10.63 3,843 13.76 1297 11.18 3,832 10.32 981 8.73

公務 
（他に分類されな

いもの） 
582  2.08 700 2.51 282 2.43 852 2.30 281 2.50

分類不能の産業 123  0.44 33 0.12 61 0.53 11 0.03 27 0.24

出典：長野県ホームページ（長野県統計調査公表資料） 
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2.2.2 交通の状況 
対象事業実施区域及びその周囲の主要道路網及び鉄道の状況を図 2.2.2 に、「平成 17 年

度全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）における主要道路の交通量を表 2.2.3 に、

主な駅の 1 日平均乗車人員を表 2.2.4 に示す。 
主要道路としては、長野自動車道、中央自動車道及び国道 20 号がある。岡谷市の市街

地の北には長野自動車道の岡谷インターチェンジがあり、国道 20 号に接続している。国

道 20 号は塩尻峠を通って塩尻、松本、安曇野地域を繋ぎ、更には国道 19 号と接続して

木曽地域を繋いでいる。岡谷インターチェンジの南には岡谷ジャンクションがあり、長

野自動車道と中央自動車道の接点となっている。 
鉄道としては、対象事業実施区域の地下をＪＲ中央本線が走り、塩尻・松本方面、辰

野・伊那方面に接続している。最寄りの駅として対象事業実施区域の南東に JR 岡谷駅が

ある。 
 

表 2.2.3 主要道路における交通量の調査結果 

道路の種類 路線名 観測地点名 
24 時間交通量（台） 

平日 休日 

高速自動車道 
中央自動車道 諏訪 IC～岡谷 JCT 34,811 33,743

長野自動車道 岡谷 JCT～岡谷 IC 43,549 39,296

一般国道 一般国道 20 号 

岡谷市長地東堀 3038-1 20,962 17,393

岡谷市長地出早 2-12-1 12,895 9,613

岡谷市今井 1780-1 13,475 11,126

一般県道 岡谷下諏訪線 岡谷市田中町 14,701 6,840

主要地方道 

岡谷停車場線 ― 10,429 10,442

下諏訪辰野線 
岡谷市小口 14,797 11,442

岡谷市字川岸中二 2457 14,820 11,501

岡谷茅野線 岡谷市湊小田井 25,034 16,178
出典：「平成 17 年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表」(長野県)、「平成 17 年度道路交

通センサス 一般交通量調査 休日調査表」(長野県) 
 

表 2.2.4 主な駅の 1 日平均乗車人員 
（平成 21 年度） 

鉄道会社名等 駅名 1 日平均乗車人員 
（人） 

JR 東日本 

岡谷駅 3,109 

上諏訪駅 4,366 

塩尻駅 3,604 
出典：JR 東日本調べ 
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2.2.3 土地利用の状況 
（1）土地利用 

湖周地区、塩尻市及び辰野町の土地利用状況を表 2.2.5 に示す。 
対象事業実施区域の周囲は山林であるが、岡谷市の土地利用では山林が 28.6%を

占めている。 
 

表 2.2.5 土地利用状況 
 総数 田 畑 山林 原野 宅地 湖沼 雑種他 その他

岡谷市 

面積 
（km2） 

85.2 1.2 2.7 24.3 6.4 7.1 ― ― 43.5

構成比 
（％） 

― 1.4 3.2 28.6 7.5 8.3 ― ― 51.0

諏訪市 

面積 
（km2） 

109.91 8.19 5.73 3.73 42.06 12.83 ― ― 37.37

構成比 
（％） 

― 7.5 5.2 3.4 38.3 11.7 ― ― 34.0

下諏訪町 

面積 
（km2） 

66.9 2.82 0.67 1.02 33.34 9.64 2.84 ― 16.57

構成比 
（％） 

― 4.2 1.0 1.5 49.8 14.4 4.2 ― 24.8

塩尻市 

面積 
（km2） 

290.13  13.15 11.94 23.68 152.32 16.32 ― 4.71  68.01 

構成比 
（％） 

― 4.5 4.1 8.2 52.5 5.6 ― 1.6  23.5 

辰野町 

面積 
（km2） 

169.02 4.67 6.15 3.95 98.03 19.62 ― ― 36.60

構成比 
（％） 

― 2.8 3.6 2.3 58.0 11.6 ― ― 21.7

出典：「岡谷市ホームページ（岡谷市の概要 平成 20 年 1 月 1 日現在）」 
「諏訪市ホームページ（諏訪市の概要 平成 22 年 1 月 1 日現在）」 
「塩尻市ホームページ（統計しおじり 平成 21 年 5 月 31 日現在）」 
「下諏訪町ホームページ（下諏訪町の統計 平成 21 年 1 月 1 日現在）」 
「辰野町町勢要覧（平成 22 年 1 月 1 日現在）」（辰野町） 
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（2）都市計画区域 
湖周地区、塩尻市及び辰野町の都市計画区域の状況を表 2.2.6 に、対象事業実施区

域及びその周囲における土地利用の状況を図 2.2.3に、用途地域の指定状況を図 2.2.4
に示す。 
対象事業実施区域は現在の岡谷市清掃工場の敷地であり、都市計画施設として位

置づけられている。隣接する鳥居平やまびこ公園は、都市計画公園となっている。 
 

表 2.2.6 都市計画区域の状況 
平成 23 年 3 月 31 日現在 

都市計画区域名 最終都市計画区域指定年月日
都市計画区域面積 

（km2） 

岡谷 昭和 39 年 10 月 1 日 7,919 

諏訪 平成 21 年 8 月 6 日 10,489 

下諏訪 昭和 33 年 7 月 1 日 6,329 

塩尻 昭和 59 年 4 月 19 日 9,713 

辰野 昭和 25 年 6 月 23 日 7,687 

出典：「2011 年 長野県の都市計画 資料編」（長野県） 
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図 2.2.3（2）土地利用の状況 
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図 2.2.4（2）用途地域の指定状況 
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2.2.4 環境保全についての配慮が必要な施設の状況 
（1）学校及び保育所 

湖周地区、塩尻市及び辰野町における保育園、幼稚園及び小学校等の状況を表 2.2.7
に示す。また、対象事業実施区域及びその周辺における保育園、幼稚園及び小学校

等の分布状況を図 2.2.5 及び表 2.2.8 に示す。 
なお、対象事業実施区域周辺のうち、塩尻側には保育園、幼稚園及び小学校等に

該当するものはない。 
 

表 2.2.7 保育園、幼稚園及び小学校等の状況 
 保育園 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 大学 

岡谷市 16 4 8 4 3 0 

諏訪市 17 1 7 4 3 0 

下諏訪町 6 0 2 2 1 0 

塩尻市 16 3 10 5 3 1 

辰野町 6 1 5 1 1 1 

出典：「平成 22 年度教育要覧」（平成 23 年 2 月 長野県教育委員会） 
 

表 2.2.8 対象事業実施区域周辺の保育園、幼稚園及び小学校等 
1 ヤコブ幼稚園 13 小口保育園 25 田中小学校 

2 今井保育園 14 小井川小学校 26 岡谷東高等学校 

3 上の原小学校 15 聖母幼稚園 27 成田保育園 

4 横川保育園 16 岡谷東部中学校 28 つるみね保育園 

5 神明保育園 17 東堀保育園 29 岡谷西部中学校 

6 岡谷北部中学校 18 西堀保育園 30 川岸小学校 

7 岡谷たちばな幼稚園 19 ひまわり保育園 31 川岸保育園 

8 神明小学校 20 岡谷小学校 32 岡谷南部中学校 

9 岡谷工業高等学校 21 聖ヨゼフ保育園岡谷 33 湊小学校 

10 若草保育園 22 瑞穂幼稚園 34 みなと保育園 

11 長地小学校 23 あやめ保育園 35 夏明保育園 

12 長地保育園 24 岡谷南高等学校  

注）表中の番号は図 2.2.5 に対応している。 
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（2）病院、診療所、社会福祉施設及び図書館の状況 
湖周地区、塩尻市及び辰野町における病院、診療所、社会福祉施設及び図書館の状

況を表 2.2.9 に示す。また、対象事業実施区域及びその周辺における病院、診療所、社会

福祉施設及び図書館の分布状況を表 2.2.10、図 2.2.6 及び図 2.2.7 に示す。 
なお、対象事業実施区域周辺のうち、塩尻側には病院、診療所、社会福祉施設及び

図書館に該当するものはない。 
 

表 2.2.9 病院、診療所及び図書館 

 病院 診療所 社会福祉施設 図書館 

岡谷市 4 34 48 1 

諏訪市 4 50 41 2 

下諏訪町 3 16 29 1 

塩尻市 5 41 75 9 

辰野町 1 12 27 1 
出典：「長野県統合型地理情報システム」 

岡谷市資料 

 
表 2.2.10（1）対象事業実施区域周辺の病院及び診療所 

1 岡谷塩嶺病院 21 中村歯科医院 42 祐愛病院 
2 今井内科胃腸科クリニック 22 市立岡谷病院 43 平林医院 
3 早出歯科医院 23 笠原歯科医院 44 春山眼科医院 
4 小谷内科医院 24 米山医院 45 藤岡歯科医院 
5 ホワイト歯科医院 25 小口医院 46 酒井医院 
6 諏訪湖畔病院 26 植野歯科医院 47 翠川医院 
7 イマムラ脳神経外科クリニック 27 山岡歯科医院 48 宮坂歯科診療所 
8 三井歯科医院 28 山田外科医院 49 ジュンデンタルクリニック 
9 はつお歯科クリニック 29 山崎医院 50 浜整形・形成外科医院 

10 林内科・循環器科クリニック 30 アポロ歯科医院 51 藤森医院 
11 林外科医院 31 前川歯科医院 52 ララ歯科医院 
12 下島歯科医院 32 小口歯科第二クリニック 53 牛山医院 

13 
帝国ピストンリング 
(株)長野工場診療所 

33 今井整形外科医院 54 山田歯科医院 
34 サツマ外科医院 55 釜口医院 

14 南信堂歯科医院 35 太田歯科医院 56 花岡医院 
15 堀江内科医院 36 栗田歯科医院 57 スマイル歯科医院 
16 林眼科医院 37 野村ウィメンズクリニック 58 つるみね共立診療所 
17 医療法人小野医院 38 笠原歯科医院 59 浦野歯科医院 
18 宮内皮膚科クリニック 39 白川産婦人科医院 60 大滝歯科医院 
19 なわ歯科医院 40 向山内科医院 61 川岸医院 
20 林クリニック 41 たちばな歯科医院 

注）表中の番号は図 2.2.6 に対応している。 
出典：「長野県統合型地理情報システム」 
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表 2.2.10（2）対象事業実施区域周辺の社会福祉施設及び図書館 

1 希望の里つばさ 26 有料老人ホーム茶の間 

2 宅老所モモちゃん 27 ツクイ・サンシャイン岡谷 

3 宅幼老所きずな 28 きのこの家 

4 洗心荘 29 めだかの学校 

5 虹の家 30 グレイスフル岡谷 

6 訪問看護ステーションおさち 31 宅老所たんぽぽの家 

7 宅老所第２きずな 32 グループホーム高尾 

8 信濃医療福祉センター 33 ケアハウス高尾 

9 穂乃家 34 つつじが丘学園 

10 デイサービスセンター「陽だまり横丁」 35 宅老所和が家 

11 グループホームさわらび 36 ソレイユ 

12 岡谷和楽荘 37 白寿荘 

13 在宅介護てまり 38 和が家新倉 

14 エコファおかや 39 ツクイ岡谷 

15 第２グレイスフル岡谷 40 有料老人ホーム茶の間Ⅱ 

16 ウエルハートおかや 41 シニアホーム風の家 

17 さわらび 42 ニチイケアセンター川岸夏明 

18 岡谷市地域包括支援センター 43 グループホーム風薫 

19 グループホーム・ケアホーム「つばさの家」 44 なごや家 

20 みんなの家紙風船 45 和が家間下、おはな和が家（併設） 

21 ニチイケアセンターおかや 46 リハビリデイサービスいずみ橋原 

22 ほがら家 47 グループホーム愛の家岡谷幸町 

23 ショートステイひまわりの家 48 なないろ 

24 ひだまりの家 49 岡谷市立図書館 

25 温泉デイサービス湯けむり 50 塩尻市社会福祉センター 

注）表中の番号は図 2.2.7 に対応している。 
出典：岡谷市資料 
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2.2.5 水域の利用状況 
（1）河川、湖沼及び地下水の利用状況 

1)水道水源としての利用状況 

湖周地区、塩尻市及び辰野町の給水人口及び普及率を表 2.2.11 に、上水道、簡易

水道及び専用水道の利水状況を表 2.2.12 に示す。また、対象事業実施区域及びその

周辺の水源の状況を図 2.2.8 に示す。 
対象事業実施区域のある岡谷市では、河川水、深井戸水及び湧水を取水源として

上水を利用している。 
対象事業実施区域周辺には、塩嶺水源、樋沢水源及び内山水源があり、いずれも

地下水からの取水である。 
表 2.2.11 給水人口及び普及率 

平成 22 年 3 月 31 日現在 

市町村名 
行政区域内 
総人口（人） 

現在給水人口（人） 
普及率 
（％） 上水道 簡易水道 

専用水道 
自己水源のみ

合計 

岡谷市 52,821 
52,665 0 0

52,821 100.0
0 156 0

諏訪市 51,108 
50,686 251 0

51,001 99.8
0 0 64

下諏訪町 21,715 
21,703 0 0

21,703 99.9
0 0 0

塩尻市 67,796 
64,744 2,959 0

67,703 99.9
0 0 0

辰野町 20,927 
17,393 3,212 0

20,706 98.9
0 101 0

注）現在給水人口の欄は、上段が公営、下段がその他を示す。 
出典：「平成 21 年度 長野県の水道」（長野県） 
 

表 2.2.12（1） 上水道の利水状況 
平成 22 年 3 月 31 日現在 

事業体名 

年間取水量（千 m3） 

地表水 地下水 原水 

受水 

浄水 

受水 
計 

ダム 湖沼水 河川水 伏流水 浅井戸 深井戸 湧水 

岡谷市 0 0 1,256 0 0 5,914 539 0 0 7,709

諏訪市 0 0 0 0 0 5,266 4,101 0 0 9,367

下諏訪町 0 0 3,245 0 0 9 1,704 0 0 4,958

塩尻市 0 0 2,938 322 0 408 1,592 0 6,001 11,261

辰野町 0 0 265 927 0 1,475 0 0 0 2,667

出典：「平成 21 年度 長野県の水道」（長野県） 
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表 2.2.12（2） 簡易水道の利水状況 
平成 22 年 3 月 31 日現在 

市町村 事業名 

年間取水量（m3） 

地表水 地下水 
原水 
受水 

浄水 
受水 

その他 
湧水等 

計 
ダム 湖沼水 河川水 伏流水 浅井戸 深井戸

岡谷市 山ノ神 0 0 0 13,698 0 0 0 0 0 13,698
諏訪市 霧ケ峰 0 0 0 0 0 29,074 0 0 0 29,074

上野 0 0 0 0 0 0 0 0 7,603 7,603
後山 0 0 0 0 0 0 0 0 5,704 5,704

塩尻市 楢川 0 0 1,760 0 0 0 0 0 0 1,760
辰野町 小野 0 0 45 0 0 340 0 0 570 955

川上 0 0 0 0 0 25 0 0 26 51
門前 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
下横川 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190
渡戸 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84
上野 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
鴻ノ田 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
唐木沢 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33

出典：「平成 21 年度 長野県の水道」（長野県） 

 
表 2.2.12（3） 専用水道の利水状況 

平成 22 年 3 月 31 日現在 

施設名 設置者名 
確 認 
年月日

給水人口（人） 施設能力

(ｍ3/日) 
原水の 
種別 確認時 現 在 

諏訪湖畔病院 白寿荘 医療法人研成会 H20.5.15 1,380 0 631 深井戸 

諏訪湖の森 ヘルシーリゾート H16.4.1 500 64 250 深井戸 

日本電算サンキョー㈱ 日本電算サンキョー㈱ H22.3.1 800 0 258 深井戸 

医療法人登誠会 医療法人登誠会 H22.3.1 70 0 25 深井戸 

出典：「平成 21 年度 長野県の水道」（長野県） 
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2）事業所等における地下水の利用状況 

対象事業実施区域のある岡谷市では、地下水の採取に関する条例等がなく、地下

水の採取に関する届出義務はない。このため岡谷市では、事業場等の地下水の利用

状況を把握する資料はない。 
 

（2）漁業権 
天竜川上流部及び諏訪湖には諏訪湖漁協があり、第 1 及び第 5 種共同漁業権が設

定されている。長野県遊漁ハンドブックによると、各水域における漁業権魚種は、

コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ドジョウ、ナマズ、ワカサギ、ムロ、ト

ンコハゼ、エビ、シジミ、タンガイの 13 種類である。諏訪湖漁協によると、ムロは

モロコとモツゴを、トンコハゼはヨシノボリを、エビはテナガエビ、スジエビ等の

エビ一般を、タンガイはイシガイ科の貝類を指す。 
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2.2.6 環境整備の状況 
（1）下水道の普及状況 

湖周地区、塩尻市及び辰野町下水道の普及状況を表 2.2.13 に示す。 
 

表 2.2.13 下水道の普及状況 
平成 21 年度末現在 

市町村名 

行政 

人口 

（千人） 

公共下水道 特定環境保全公共下水道 

供用 

区域内 

人口 

（千人） 

水洗化

人口 

（千人）

普及率

（％） 

水洗 

化率 

（％） 

供用 

区域内

人口 

（千人）

水洗化 

人口 

（千人） 

普及率 

（千人） 

水洗 

化率 

（％） 

岡谷市 53.3 53.0 51.4 99.4 97.0   

諏訪市 50.9 49.9 49.1 98.2 98.3 0.1 0.1 0.1 100.0

下諏訪町 21.9 21.9 21.2 99.9 97.0   

塩尻市 67.2 49.9 48.0 74.2 96.3 9.6 8.3 14.2 86.5

辰野町 21.4 14.4 12.2 67.4 84.4 4.5 3.8 20.8 85.9

出典：「生活排水データ集 2010」（平成 22 年度 長野県） 

 
（2）廃棄物処理の状況 

1)ごみ処理 
岡谷市、諏訪市及び下諏訪町のごみ処理の状況を図 2.2.9 に、現有施設の概要を表

2.2.14 に示す。また、収集ごみ量を図 2.2.10 に示す。 
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焼却灰･飛灰

スチール缶

アルミ缶

びん類(透明)

びん類(茶色)

びん類(その他)

生きびん

ＰＥＴボトル

発泡トレイ

その他プラスチック

紙パック

段ボール

その他紙類

金属類

新聞紙

雑誌

古布

乾電池

蛍光管･電球

生ごみ

剪定枝

一般廃棄物最終処分場

岡谷市樋沢

岡谷市清掃工場

委託収集業者 再資源化業者

再資源化業者

委託収集業者

異物除去､圧縮､梱包

再資源化業者

委託収集業者 指定法人

可燃ごみ

不燃ごみ

岡谷市

岡谷市清掃工場

(焼却施設)

資
　
源
　
ご
　
み

資源回収業者

 
注 1）生ごみは拠点回収により資源化 
注 2）剪定枝は清掃工場に持ち込み分のみ資源化 
出典：岡谷市資料 

 

図 2.2.9（1）岡谷市のごみ処理フロー（平成 23 年現在） 
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焼却灰･飛灰

スチール缶

アルミ缶

びん類(無色)

びん類(茶色)

びん類(その他)

ＰＥＴボトル

発泡トレイ

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

その他ﾌﾟﾗ製容器

紙パック

段ボール

その他紙類

金属類

新聞紙

雑誌

古布

ｶﾞﾗｽ屑･陶磁器屑

乾電池

蛍光管･電球

大型不燃物

生ごみ

剪定枝

資源回収業者 再資源化業者

資
　
源
　
ご
　
み

諏訪市清掃センター

可燃ごみ

不燃ごみ

諏訪市

業者委託処理

諏訪市清掃センター

(焼却施設) 最終処分場

諏訪市大曲

 
注）剪定枝は収集分、持ち込み分ともに清掃センターで資源化 

出典：諏訪市資料 

 

図 2.2.9（2） 諏訪市のごみ処理フロー（平成 23 年現在） 
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焼却灰･飛灰

スチール缶 下諏訪町清掃センター

アルミ缶

びん類(無色)

びん類(茶色)

びん類(その他)

ＰＥＴボトル

白色トレイ

色付トレイ

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

金属類

紙パック

段ボール

その他紙類

金属類

硬質プラスチック

新聞紙

雑誌

古布

乾電池

蛍光管･電球

剪定枝

生ごみ

破砕･選別
圧縮･保管･資源化

資源化委託処理

(堆肥化施設)

リサイクルセンター

売却

下諏訪町

下諏訪町清掃センター

(焼却施設)

粗大ごみ

一般廃棄物最終処分場

岡谷市樋沢
可燃ごみ

不燃ごみ

処理委託

資
　
源
　
ご
　
み

破
砕

不
燃

残
渣

乾
電

池
･蛍

光
管

･電
球

ｽ
ﾁ

ｰ
ﾙ

缶
･ｱ

ﾙ
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･び
ん

類

P
E
T

ﾎ
ﾞﾄ

ﾙ
･白

色
ﾄﾚ

ｲ
･色

付
ﾄﾚ

ｲ
･発

泡
ｽ
ﾁ

ﾛ
ｰ

ﾙ
･鉄

屑

出典：下諏訪町資料 

 

図 2.2.9（3） 下諏訪町のごみ処理フロー（平成 23 年現在） 
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表 2.2.14 現有施設の概要 

焼却施設 

名   称 岡谷市清掃工場 諏訪市清掃センター 下諏訪町清掃センター 

所在地 
岡谷市字内山 
4769 番地の 14 

諏訪市大字上諏訪 
13338 番地 111 

長野県諏訪郡下諏訪町 
652 番地 4 

敷地面積 約 19,919 ㎡ 約 7,346 ㎡ 約 10,600 ㎡ 
建築面積 約 1,910 ㎡ 約 1,449 ㎡ 約 1,400 ㎡ 
供用開始 昭和 61 年 8 月 昭和 62 年 4 月 平成 10 年 4 月 
処理能力 80 t/日（40 t/16h×2 炉） 80 t/日（40 t/16h×2 炉） 36 t/日（18 t/8h×2 炉） 

施
設
内
容 

処理方式 准連続燃焼式 准連続燃焼式 機械化バッチ燃焼式 
炉形式 ストーカ炉 ストーカ炉 ストーカ炉 

排ガス冷却方式 水噴射方式 ボイラー方式 水噴射方式 
排ガス処理設備 バグフィルター注 1 電気集じん方式 バグフィルター 

余熱利用 温水利用 温水利用 
余熱利用空気加熱器 

温水発生器 
灰固形化設備 キレート処理注 2 キレート処理注 2 キレート処理 

注 1：排ガス高度処理対策により改造（平成 13 年 3 月改造） 
注 2：灰固形化設備工事により改造（平成 13 年 3 月改造） 
 

不燃・資源ごみ処理施設 

名   称 下諏訪町清掃センター 
所在地 長野県諏訪郡下諏訪町 657 番地 

敷地面積 5,760 ㎡ 
建築面積 639 ㎡ 
供用開始 昭和 51 年 12 月 
処理能力 20 t/日 

処
理
対
象
物 

割れ物 破砕・保管 
金属類 選別・保管 
缶類 選別・圧縮・保管 

びん類 選別・保管 
ＰＥＴボトル 保管 

 

最終処分場 

名  称 岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場 諏訪市大曲最終処分場 
所在地 岡谷市樋沢 10190 番地 諏訪市大字上諏訪 12968 番地 
総面積 54,188 ㎡ ― 

埋立面積 16,300 ㎡ 16,400 ㎡ 
埋立容量 61,100 ㎥ 38,731 ㎥ 
埋立期間 平成 12 年度～平成 26 年度（15 年間） 平成 11 年度～平成 23 年度（13 年間） 

埋立対象物 不燃物、焼却残渣 焼却残渣 
水処理 100 ㎥/日（最大 150 ㎥/日） 60 ㎥/日 

出典：「ごみ処理基本計画」（平成 21 年 3 月修正 岡谷市・諏訪市・下諏訪町） 
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可燃ごみ 11.5 11.3 5.2 28

不燃ごみ 0.3 0.2 0.1 0.6

資源物 4.5 3.5 1.1 9.1

出典：「ごみ処理基本計画」（平成 21 年 3 月修正 岡谷市・諏訪市・下諏訪町） 
図 2.2.10 収集ごみ量（平成 19 年度） 

 
2)下水汚泥 

諏訪湖流域にある岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村の 6 市

町村では、下水を豊田終末処理場（クリーンレイク諏訪）で処理している。 
6 市町村の下水汚泥処分量を表 2.2.15 に示す。 

 
表 2.2.15 下水汚泥処分場（平成 20 年度） 

 処分形態 処理性状 処分量（t） 

諏訪湖流域市町村 
（岡谷市、諏訪市、茅野市 
下諏訪町、富士見町、原村） 

金含有物として売却 焼却灰 79 

有効利用 人工骨材 738 

注）処分量は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の 6 市町村の合計 
出典：「生活排水データ集 2010」（平成 22 年度 長野県） 
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2.2.7 環境の保全を目的とした関係法令等による指定、規制等の状況 
（1）大気質 

1）環境基本法等 

環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準を表 2.2.16 に、塩化水素の目標環境

濃度を表 2.2.17 に示す。 
 

表 2.2.16（1）大気の汚染に係る環境基準 
物質 環境上の条件 

二酸化いおう 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。

一酸化炭素 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以

下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下である

こと。 
光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 
二酸化窒素 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。

微小粒子状物質 1 年間平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m3 以下であること。 
環境基準の評価方法 

短期的評価（二酸化窒素、微小粒子状物質を除く） 
測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値もしくは 8 時間平均値または各 1 時間値を環境基準と比

較して評価を行う。 
長期的評価 
二酸化窒素 

1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低い方から数えて 98％目に当たる値（1 日平均値の年間

98％値）を環境基準と比較して評価を行う。 
浮遊粒子状物質、二酸化いおう、一酸化炭素 

1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、高い方から数えて 2％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値（1 日平均値の年間 2％除外値）を環境基準と比較して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわ

らず環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合には非達成とする。 
微小粒子状物質 

微小粒子状物質の暴露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、暴露濃度分布のうち高濃

度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価を行うものとする。 
長期基準に関する評価は、測定結果の 1 年平均値を長期基準（1 年平均値）と比較する。 
短期基準に関する評価は、測定結果の 1 日平均値のうち年間 98 パーセントタイル値を代表値として選択し、

これを短期基準（1 日平均値）と比較する。 
注 1）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活しない地域または場所については、適用しな

い。 
注 2）浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 
注 3）二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあって

は、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努

めるものとする。 
注 4）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化

性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 
注 5）微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 2.5 μmの粒子を50％の割合で分

離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 
出典：大気の汚染に係る環境基準について（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示 25 号） 

二酸化窒素に係る環境基準について（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示 38 号） 
微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について（平成 21 年 9 月 9 日 環境省告示第 33 号） 
「環境大気常時監視マニュアル第 6 版」（平成 22 年 3 月 環境省） 
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表 2.2.16（2） 大気の汚染に係る環境基準 
物質 環境上の条件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3 以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3 以下であること。 

注）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活しない地域または場所につい

ては、適用しない。 
出典：ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準について（平

成 9 年 2 月 4 日 環境庁告示 4 号） 
   ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について（平成 13 年 6 月 12 日 環管総 182 号） 

 

表 2.2.17 塩化水素の目標環境濃度 

項目 環境濃度 

塩化水素 0.02ppm 

出典：大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等に

ついて（昭和 52 年 6 月 16 日 環境庁大気保全局長通達） 
 

2）大気汚染防止法 

大気汚染防止法に基づく廃棄物焼却炉の排出基準を表 2.2.18 に示す。 
 

表 2.2.18 大気汚染防止法に基づく排出基準 
項目 排出基準値 

ばいじん 0.04g/Nm3 以下 注 1（酸素濃度 12％換算） 

いおう酸化物 K 値 14.5 

塩化水素 700mg/Nm3 以下（酸素濃度 12％換算） 

窒素酸化物 250mg/Nm3 以下 注 2（酸素濃度 12％換算） 

注 1）焼却能力 4,000kg/h 以上の新設廃棄物焼却炉 
注 2）排出ガス量 4 万 Nm3/h 以上の連続炉または連続炉以外の廃棄物焼却炉 
出典：排出基準値の根拠は以下のとおり。 

ばいじん：大気汚染防止法施行規則第 4 条別表第 2 
いおう酸化物：大気汚染防止法施行規則第 3 条 
塩化水素：大気汚染防止法施行規則第 5 条別表第 3 
窒素酸化物：大気汚染防止法施行規則第 5 条別表 3 の 2 
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3）ダイオキシン類対策特別措置法 

ダイオキシン類対策特別措置法で定める環境基準を表 2.2.19 に、廃棄物焼却炉か

らの排出基準を表 2.2.20 に示す。 
 

表 2.2.19 ダイオキシン類の大気環境基準 
項目 環境基準 

ダイオキシン類 年間平均値 0.6pg-TEQ/m3 以下 

注）基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算

した値とする。 
出典：ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係

る環境基準について（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示 68 号） 

 
表 2.2.20 ダイオキシン類の焼却炉からの排出基準 

特定施設種類 施設規模 
排出基準（ng-TEQ/Nm3） 

新設廃棄物焼却炉 

廃棄物焼却炉 
4,000kg/h 未満 

2,000kg/h 以上 
１ 

注）施設規模は、120t/日で 2 炉構成とした場合の 1 炉当りの値である。 
出典：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第 1 

 
4）一般廃棄物処理施設の維持管理基準上の基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める廃棄物焼却炉の排ガス中の一酸化炭

素濃度の維持管理の技術上の基準を、表 2.2.21 に示す。 
 

表 2.2.21 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準 
項目 維持管理基準 

一酸化炭素 
100ppm 以下 

（酸素濃度 12％換算） 
出典）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 第

1 項第 2 号 
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（2）騒音 
1）環境基本法 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準を表 2.2.22 に、道路に面する地域に係る

環境基準を表 2.2.23 に、騒音の環境基準に係る地域の類型区分を表 2.2.24 に示す。 
なお、対象事業実施区域は、騒音に係る環境基準の地域の類型に該当しないため、

騒音に係る環境基準は適用されない。 
 

表 2.2.22 騒音に係る環境基準（等価騒音レベル） 

地域の類型 
時間帯の区分 

昼間（午前 6 時~午後 10 時） 夜間（午後 10 時~翌日の午前 6 時） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注） 1 AA をあてはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特

に静穏を要する地域とする。 
2 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 
3 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
4 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とす

る。 
 

表 2.2.23（1）道路に面する地域に係る環境基準（等価騒音レベル） 

地域の区分 
時間帯の区分 

昼間 夜間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域及び C 地域のうち車線を有する

道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

注）車線とは一縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道分を

いう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として

次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

表 2.2.23（2）幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（等価騒音レベル） 

基準値 

昼間 夜間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考：個別の住居等におい騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認

められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっ

ては 40 デシベル以下）によることができる。 
注 1）「幹線交通を担う道路」とは、道路法第 3 条の規定による高速自動車道、一般国道、県道及び市町

村道（市町村道にあっては 4 車線以上の区間に限る。）をいう。 
注 2）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じて道路端から距離によりそ

の範囲を特定する。 
（1）2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15 メートル  
（2）2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

出典：騒音に係る環境基準について（平成 10 年 9 月 30 日 環境庁告示 64 号） 
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表 2.2.24（1）騒音の環境基準に係る地域の類型区分抜粋 
類型区分 市町村 用途地域の区分 

A 

岡谷市 第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、付表の岡谷市 1 の地域 

諏訪市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

下諏訪町 第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域

塩尻市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、付表の塩尻市 1 の地域 

辰野町 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

B 

岡谷市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、付表の岡谷市 2 の地域 
諏訪市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
下諏訪町 第 1 種住居地域 
塩尻市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、付表の塩尻市 2 の地域 
辰野町 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、付表の辰野町 1 の地域 

C 

岡谷市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、付表の岡谷市 3 の地域 
諏訪市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
下諏訪町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
塩尻市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
辰野町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、付表の辰野町 2 の地域 

備考 
1 この表において、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

及び工業地域とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた用途地域をいう。 
2 指定状況は平成 23 年 4 月 1 日現在。 

出典：平成 11 年 3 月 25 日 県告示第 182 号 

 

表 2.2.24（2）岡谷市における付表の地域 

岡谷市 1 
岡谷市大字岡谷字蛭殿の一部、字半ノ木の一部、字神長の一部、字新堰、字斧磨沢の一部 
字中山の一部、字ヨキトギの一部、字芦ノ沢の一部、字内山の一部 

岡谷市 2 
岡谷市大字岡谷字西林の一部、大字湊字宮ノ上の一部、大字川岸字大久保の一部 
字山之神、字＝久保の一部、字大屋、字余所日向の一部、字本沢、字菅原の一部 

岡谷市 3 岡谷市大字岡谷字権現の一部、字柳海途の一部、字長原の一部、字上高沢の一部 

 
表 2.2.24（3）塩尻市における付表の地域 

塩尻市 1 
大字旧塩尻の一部、大字柿沢の一部、大字金井の一部、大字塩尻町の一部 
大字みどり湖の一部、大字片丘の一部、大字広丘高出の一部、大字広丘野村の一部 
大字広岡吉田の一部 

塩尻市 2 
大字柿沢の一部、大字桟敷の一部、大字塩尻町の一部、大字片丘の一部 
大字広丘高出の一部 

 
表 2.2.24（4）辰野町における付表の地域 

辰野町 1 
大字上島の一部、大字伊那富の一部、大字平出の一部、大字上平出の一部 
大字赤羽の一部、大字樋口の一部、大字小野の一部、大字小野筑の一部 

辰野町 2 大字小野の一部、大字小野筑の一部 
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2）騒音規制法 

ア 道路交通騒音 
騒音規制法に基づく道路に面する地域の要請限度を表 2.2.25 に、道路交通騒音

に係る知事等が定める区域を表 2.2.26 に示す。 
なお、要請限度とは、道路交通騒音により周辺の生活が著しく損なわれると認

められるときに、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執

るよう要請し、道路構造に関して、道路管理者または関係行政機関の長に意見を

述べることができる限度である。 
 

表 2.2.25 自動車騒音に係る要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 
午前 6 時から午後 10 時まで 

夜間 
午後 10 時から翌日の午前 6 時まで

a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する

道路に面する区域 
65 デシベル 55 デシベル 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する区域 
70 デシベル 65 デシベル 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する区域及び c 区域のうち車線

を有する道路に面する区域 
75 デシベル 70 デシベル 

注 1）表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近隣する区域（2 車線以下の車線を有する道路の場合は道路の

敷地の境界線から 15m、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20m までの範

囲をいう）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては 75 デシベル、夜間においては 70 デシベルとす

る。 
注 2）車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を

いう。 
注 3）「幹線交通を担う道路」とは、道路法第 3 条の規定による高速自動車道、一般国道、県道及び市町村道（市町

村道にあっては 4 車線以上の区間に限る。）をいう。 
注 4）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じて道路端から距離によりその範囲を特

定する。 
（1）2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15 メートル 
（2）2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 
出典：騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（要請

限度）（平成 12 年 3 月 2 日総理府令第 15 号） 
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表 2.2.26（1）道路交通騒音に係る知事等が定める区域 

区域区分 市町村 用途地域の区分 

a 区域 

岡谷市 第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、付表の岡谷市 1 の地域 

諏訪市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

下諏訪町 第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域

塩尻市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

辰野町 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域 

b 区域 

岡谷市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
諏訪市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
下諏訪町 第 1 種住居地域 
塩尻市 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
辰野町 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、付表の辰野町 1 の地域 

c 区域 

岡谷市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
諏訪市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
下諏訪町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
塩尻市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
辰野町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、付表の辰野町 2 の地域 

備考 
1 この表において、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域及び工業地域とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた用途地域をいう。

2 指定状況は平成 23 年 4 月 1 日現在。 
出典：昭和 50 年 2 月 27 日 県告示第 97 号 
 

表 2.2.26（2）岡谷市における付表の地域 

岡谷市 1 岡谷市字内山の一部 

 
表 2.2.26（3）辰野町における付表の地域 

辰野町 1 
大字上島の一部、大字伊那富の一部、大字平出の一部、大字上平出の一部 
大字赤羽の一部、大字樋口の一部、大字小野の一部、大字小野筑の一部 

辰野町 2 大字小野の一部、大字小野筑の一部 
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イ 工場騒音 
騒音規制法に基づく特定工場等に係る規制基準を表 2.2.27 に、騒音規制地域等

の指定を表 2.2.28 に示す。 
工場、事業場騒音については、特定施設を有する工場、事業場に対し、区域の

区分に応じて時間区分ごとに規制基準が定められている。 
なお、広域ごみ処理施設は、送風機の規模により騒音規制法に係る特定工場等

に該当するが、対象事業実施区域は騒音規制法の地域の区分に該当しないため、

特定工場等で発生する騒音の規制に関する基準は適用されない。 
 

表 2.2.27 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

午前 8 時から午後 6 時まで

朝 

午前 6 時から午前 8 時まで

夕 

午後 6 時から午後 9 時まで

夜間 

午後 9 時から翌日の午前 6

時まで 

第 1 種区域 50 デシベル 45 デシベル 45 デシベル 

第 2 種区域 60 デシベル 50 デシベル 50 デシベル 

第 3 種区域 65 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 

第 4 種区域 70 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 

備考 
1 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 
2 第 2 種区域、第 3 種区域又は、第 4 種区域の区域内に所在する学校教育法第 1 条に規定する学校、児

童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉法

第 5 条 3 項に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における規制基準

値は、それぞれの基準値から 5 デシベルを減じた値とする。 
出典： 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・農林省・通商産

業省・運輸省告示 1 号） 
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表 2.2.28（1）騒音規制地域等の指定 

区域の 
区分 

市町村 用途地域の区分 

第 1 種 
区域 

岡谷市 第 1 種低層住居専用地域、付表の岡谷市 1 の地域 
諏訪市 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域 
下諏訪町 第 1 種低層住居専用地域 
塩尻市 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域 
辰野町 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域 

第 2 種 
区域 

岡谷市 第 1 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、準住居地域 

諏訪市 
第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域、準住居地域 

下諏訪町 第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 

塩尻市 
第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域、準住居地域 

辰野町 
第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域、付表の辰野町 1 の地域 

第 3 種 
区域 

岡谷市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
諏訪市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
下諏訪町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
塩尻市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

辰野町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、付表の辰野町 2 の地域 

第 4 種 
区域 

岡谷市 工業地域 
諏訪市 工業地域 
下諏訪町 ― 
塩尻市 工業地域 
辰野町 工業地域 

備考 
1 この表において、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域及び工業地域とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた用途地域をいう。

2 指定状況は平成 23 年 4 月 1 日現在。 
出典：昭和 50 年 2 月 27 日 県告示第 97 号 

 
表 2.2.28（2）岡谷市における付表の地域 

岡谷市 1 岡谷市の地域のうち、塩嶺病院の敷地及びその周囲 50 メートルまでの地域 

 
表 2.2.28（3）辰野町における付表の地域 

辰野町 1 

大字小野旭、上町、下町及び休戸の各一部、大字上島の一部、大字伊那富今村 
北大出及び羽場の各一部、大字赤羽の一部、大字平出上平出の一部 
大字樋口下田の一部 
国道 153 号線の県道 533 号線との交差点から辰野町及び箕輪町の町境界までの両側それぞ

れ 30 メートルまでの地域 

辰野町 2 
大字小野旭及び上町の各一部、 
伊那富の近隣商業地域と工業地域の境界線から工業地域の内側 5 メートルまでの地域 
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ウ 建設作業騒音 
騒音規制法に基づく特定工場等に係る騒音の規制基準を表 2.2.29 に示す。 
なお、対象事業に伴う解体及び建設工事は、バックホウ等を使用するため騒音

規制法に係る特定建設作業に該当し、また実施区域は第 2 号区域に該当するため、

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準が適用となる。 
 

表 2.2.29 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

 
騒音の 
大きさ 

作業が 
できない時間

（夜間） 

1 日における 
作業時間 

同一場所にお

ける作業時間 

日曜日、 
休日における

作業 
くい打機等を使用する作

業 

85 
デシベル 

第 1 号区域 
午後 7 時～ 
翌日午前 7 時

 
第 2 号区域 
午後 10 時～ 
翌日午前 6 時

第 1 号区域 
10 時間を超え

ないこと 
 
第 2 号区域 
14 時間を超え

ないこと 

連続して6 日を 
超えないこと 

禁止 

びょう打機を使用する作業 
さく岩機を使用する作業 
空気圧縮機を使用する作

業 
コンクリートプラント又はア

スファルトプラントを設けて

行う作業 
バックホウ、トラクターショ

ベル、ブルドーザーを使

用する作業 

適
用
除
外 

作業がその作業を開始した日 
に終わるものを除く。 

A 
B 
C 
D 
E 

A 
B 

A 
B 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

備考 
1 騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地境界での値。 
2 表中 A～F は次の場合をいう。 
 A 災害その他非常の事態のための緊急に行う必要がある場合 
 B 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合 
 C 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合 
 D 道路法第 34 条（道路の占用許可）、第 35 条（協議）による場合 
 E 道路交通法第 77 条第 3 項（道路の使用許可）、第 80 条第 1 項（協議）による場合 
 F 電気事業法施行規則第 1 条第 2 項第 1 号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命

   又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合 
3 第 1 号区域とは、指定地域のうち第 1 種区域と第 2 種区域の全域、並びに第 3 種区域と第 4 種区域のうち

学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホーム

の敷地の周囲 80m の区域をいう。 
  第 2 号区域とは第 3 種区域及び第 4 種区域のうち上記以外のものをいう。 

出典：特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・建設省告示 1

号） 
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（3）振動 
1）振動規制法 

ア 道路交通振動 
振動規制法に基づく道路に面する地域の要請限度を表 2.2.30 に、振動規制地域

等の指定を表 2.2.31 に示す。 
 

表 2.2.30 道路交通振動の要請限度 

地域の区分 
時間帯の区分 

昼間 
午前 7 時から午後 7 時まで

夜間 
午後 7 時から午前 7 時まで

第 1 種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 
第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

出典：振動規制法施行規則第 12 条、別表第 2 
 

表 2.2.31（1）振動規制地域等の指定 
区域の 
区分 

市町村 用途地域の区分 

第 1 種 
区域 

岡谷市 
第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域、準住居地域、付表の岡谷市 1 の地域 

諏訪市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域第、2 種住居地域、準住居地域 

下諏訪町 
第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域

第 1 種住居地域 

塩尻市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 

辰野町 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域 

第 2 種 
区域 

岡谷市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
諏訪市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
下諏訪町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
塩尻市 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
辰野町 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

備考 
1 この表において、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域及び工業地域とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた用途地域をいう。

2 指定状況は平成 23 年 4 月 1 日現在。 
出典：昭和 52 年 12 月 26 日 県告示第 683 号 
 

表 2.2.31（2）岡谷市における付表の地域 

岡谷市 1 岡谷市の地域のうち、塩嶺病院の敷地及びその周囲 50 メートルまでの地域 
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イ 工場振動 
振動規制法に基づく特定工場等に係る振動の規制基準を表 2.2.32 に示す。 
なお、広域ごみ処理施設は、騒音規制法に係る特定工場等に該当せず、対象事

業実施区域は振動規制法の地域の区分に該当しないため、特定工場等で発生する

振動の規制に関する基準は適用されない。 
 

表 2.2.32 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 

地域の区分 
時間帯の区分 

昼間 
午前 7 時から午後 7 時まで

夜間 
午後 7 時から午前 7 時まで

第 1 種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 
第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 
備考 
1 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 
2 第 1 種区域及び第 2 種区域に所在する学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に

規定する保育所、医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉法第 5 条 3 項に規定する特

別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値

から 5 デシベルを減じた値とする。 

出典：特定工場等において発生する振動の規制に関する基準（昭和 51 年 11 月 10 日 環境庁告示 90 号） 
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ウ 建設作業振動 
振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準を表 2.2.33 に示す。 
なお、対象事業に伴う解体工事は、ブレーカーを使用することが想定されるた

め振動規制法に係る特定建設作業に該当する見通しである。区域の区分は第 2 号

区域に該当するため、特定建設作業の規制に関する基準が適用となることが想定

される。 
 

表 2.2.33 特定建設作業の規制に関する基準 

基
準 

振動の大きさ 
作業が 

できない時間

（夜間） 

1 日における 
作業時間 

同一場所にお

ける作業時間 

日曜日、 
休日における

作業 

特定建設作業の場所の敷地に

おいて、75 デシベルを超える

大きさのものでないこと 

第 1 号区域 
午後 7 時～ 
翌日午前 7 時

 
第 2 号区域 
午後 10 時～ 
翌日午前 6 時

第 1 号区域 
10 時間を超え

ないこと 
 
第 2 号区域 
14 時間を超え

ないこと 

連続して 6 日を 
超えないこと 

禁止 

適
用
除
外 

作業がその作業を開始した日 
に終わるものを除く。 

A 
B 
C 
D 
E 

A 
B 

A 
B 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

備考 
1 表中 A～F は次の場合をいう。 
 A 災害その他非常の事態のための緊急に行う必要がある場合 
 B 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合 
 C 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合 
 D 道路法第 34 条（道路の占用許可）、第 35 条（協議）による場合 
 E 道路交通法第 77 条第 3 項（道路の使用許可）、第 80 条第 1 項（協議）による場合 
 F 電気事業法施行規則第 1 条第 2 項第 1 号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命 
   又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合 
2 第 1 号区域とは、指定地域のうち第 1 種区域と第 2 種区域の全域、並びに第 3 種区域と第 4 種区域のうち

学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの

敷地の周囲 80m の区域をいう。 
  第 2 号区域とは第 3 種区域及び第 4 種区域のうち上記以外のものをいう。 

出典：振動規制法施行規則第 11 条、別表第 1 
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（4）悪臭 
悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の規制基準を表 2.2.34 に、悪臭規制地域等の指

定を表 2.2.35 に示す。 
規制基準の規制方式は、特定悪臭物質の排出濃度及び臭気指数の 2 つの方式があ

り、対象事業実施区域のある岡谷市では、特定悪臭物質の排出濃度による規制が行

われている。対象事業実施区域は、悪臭防止法に係る規制地域の指定区分に該当し

ないため、敷地境界線の地表における規制基準は適用されない。なお、法第 4 条第 2
項の規定による臭気指数規制に関しては、これまで県が告示した指定地域はない。 

 
表 2.2.34（1）敷地境界線の地表における規制基準 

特定悪臭物質等の名称 単位

敷地境界の規制基準 
敷地 
境界 

気体 
排出 
施設 

排出水
第 1 地域 第 2 地域 

アンモニア 

ppm 

2 5 ○ ○  
メチルメルカプタン 0.004 0.01 ○  ○ 
硫化水素 0.06 0.2 ○ ○ ○ 
硫化メチル 0.05 0.2 ○  ○ 
トリメチルアミン 0.03 0.1 ○ ○  
二硫化メチル 0.02 0.07 ○  ○ 
アセトアルデヒド 0.1 0.5 ○   
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 ○ ○  
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 ○ ○  
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 ○ ○  
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 ○ ○  
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 ○ ○  
イソブタノール 0.9 4 ○ ○  
酢酸エチル 3 7 ○ ○  
メチルイソブチルケトン 1 3 ○ ○  
トルエン 10 30 ○ ○  
キシレン 1 2 ○ ○  
スチレン 0.8 2 ○   
プロピオン酸 0.07 0.2 ○   
ノルマル酪酸 0.002 0.006 ○   
ノルマル吉草酸 0.002 0.004 ○   

イソ吉草酸 0.004 0.01 ○   

臭気指数 ― 10～15 12～18 ○   

出典：規制基準の根拠は以下のとおり。 
特定悪臭物質：悪臭防止法第 4 条第 1 項第 1 号、昭和 50 年 3 月 10 日 県告示第 114 号 
臭気指数：悪臭防止法第 4 条第 2 項第 1 号 
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表 2.2.34（2）煙突等の排出口における規制基準 

特定悪臭物質の名

称 

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド 

イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン 

注）規制基準は、次の式によって得られた排出口からの排出量によって規制される。 
q=0.108×He2・Cm 
q：特定悪臭物質の排出量（Nm3/h） 
He：補正された排出口の高さ（m） 
Cm：敷地境界線における規制基準値（ppm） 
出典：悪臭防止法第 4 条第 1 項第 3 号 

「三訂版ハンドブック悪臭防止法」（平成 11 年 6 月 ぎょうせい） 
 

表 2.2.34（3）排出口からの排出水中における規制基準 

特定悪臭物質 

の名称 
規制地域の区分 

排出水の流量区分 

（m3/秒） 

0.001 以下の場合
0.001 を超え、 

0.1 以下の場合 
0.1 を超える場合 

メチルメルカプタン 
（mg/L） 

第 1 種地域 0.06 0.01 0.003

第 2 種地域 0.2 0.03 0.007

硫化水素 
（mg/L） 

第 1 種地域 0.3 0.07 0.02

第 2 種地域 1 0.2 0.05

硫化メチル 
（mg/L） 

第 1 種地域 2 0.3 0.07

第 2 種地域 6 1 0.3

二硫化メチル 
（mg/L） 

第 1 種地域 2 0.4 0.09

第 2 種地域 6 1 0.3

出典：悪臭防止法第 4 条第 1 項第 3 号 
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表 2.2.35（1） 悪臭規制地域等の指定 

区域の 
区分 

市町村 用途地域の区分 

第 1 
区域 

岡谷市 
第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域 
第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、付表の地域 

諏訪市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

下諏訪町 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域第、近隣商業地域、商業地域 
準工業地域 

塩尻市 
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居地域、第 1 種中高層住居専用地域 
第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

辰野町 付表の地域 

第 2 
区域 

岡谷市 工業地域 
諏訪市 工業地域 
下諏訪町 ― 
塩尻市 工業地域、工業専用地域＊ 
辰野町 ― 

備考 
1 この表において、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地

域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた用

途地域をいう。 
2 ＊は一部地域を除くことを表す。 
3 指定状況は平成 23 年 4 月 1 日現在。 

出典：昭和 50 年 3 月 10 日 県告示第 114 号  

 

表 2.2.35（2）岡谷市における付表の地域 
岡谷市 1 岡谷市の地域のうち、塩嶺病院の敷地及びその周囲 50 メートルまでの地域 

 
表 2.2.35（3）辰野町における付表の地域 

辰野町 1 
大字伊那富のうち、今村、宮所、宮木、新町、羽場及び北大出の各一部 
大字辰野のうち、下辰野、上辰野及び唐木沢の各一部 
大字平出のうち、平出及び上平出の各一部、大字赤羽の一部、大字樋口の一部 
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（5）水質 

1）河川及び湖沼 

ア 環境基準 
環境基本法に基づく人の健康の保護に関する環境基準及びダイオキシン類対策

特別措置法に基づくダイオキシン類に関する水質の環境基準を表 2.2.36 に示す。

また、生活環境の保全に関する河川の環境基準を表 2.2.37、湖沼の環境基準を

2.2.38 に示す。 
岡谷市内では横河川が全域で BOD 等の類型が A 類型に、天竜川は釜口水門か

ら岡谷市と辰野町の境界までが B 類型に指定されている。水生生物保全項目につ

いては、どちらの河川も指定されていない。 
諏訪湖は全域で COD 等の類型が A 類型に指定されている。また、窒素、燐の

類型がⅣに指定されている。 
 

表 2.2.36 人の健康の保護に関する環境基準等 

項目 基準値 項目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.01mg/L 以下 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03mg/L 以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと。 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

鉛 0.01mg/L 以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L 以下 

六価ｸﾛﾑ 0.05mg/L 以下 ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02mg/L 以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと。 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L 以下 

PCB 検出されないこと。 ｾﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L 以下 硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

10mg/L 以下 
四塩化炭素 0.002mg/L 以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L 以下 ふっ素 0.8mg/L 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 以下 ほう素 1mg/L 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L 以下 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L 以下

注 1）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
注 2）「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該

方法の定量下限を下回ることをいう。 
出典）水質汚濁に係る環境基準について（平成 21 年 11 月 30 日 環境省告示第 78 号） 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成 11 年

12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 
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表 2.2.37 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 
ア BOD 等 

項目 利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度 
(pH) 

生物化学的

酸素要求量

(BOD) 

浮遊物質量

(SS) 
溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数

AA 
水道 1 級 
自然環境保全及び A 以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以上 

1mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

50MPN/ 
100mL 
以下 

A 
水道 2 級、水産 1 級 
水浴及び B 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

2mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

1,000MPN/ 
100mL 
以下 

B 
水道 3 級、水産 2 級 
及び C 以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

5,000MPN/ 
100mL 
以下 

C 
水産 3 級、工業用水 1 級 
及び D 以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 
以下 

50mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

 

D 
工業用水 2 級、農業用水 
及び E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 
以下 

100mg/L 
以下 

2mg/L 
以上 

 

E 
工業用水 3 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10mg/L 
以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2mg/L 
以上 

 

備考 1 基準値は日間平均とする。 
2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
水産 3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5 ：環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
 

イ 全亜鉛 

 水生生物の生息状況の適応性 
基準値 
全亜鉛 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 
0.03mg/L 以下

生物特 A 
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又

は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L 以下

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生育す

る水域 
0.03mg/L 以下

生物特 B 
生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L 以下

備考：基準値は、年間平均値とする。 
出典）水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
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表 2.2.38（1）生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

ア COD 等 

項目 利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度 
(pH) 

化学的 
酸素要求量

(COD) 

浮遊物質量

(SS) 
溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数

AA 

水道 1 級 
水産 1 級 
自然環境保全及び A 以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 
以下 

1mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

50MPN/ 
100mL 
以下 

A 

水道 2、3 級 
水産 2 級 
水浴 
及び B 以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 
以下 

5mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

1,000MPN/
100mL 
以下 

B 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
農業用水 
及び C 以下の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 
以下 

15mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

 

C 
工業用水 2 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 
以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと。

2mg/L 
以上 

 

備考：水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 
注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 
水産 3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊の浄水操作を行うもの 

5 ：環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号）
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表 2.2.38（2）生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 
イ 全窒素、全燐 

類型 利用目的の適応性 
基準値 該当 

水域 全窒素 全燐 
Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 別

に
水
域
類
型
ご
と
に
指
定
す
る
水
域 

Ⅱ 
水道 1、2、3 級（特殊なものを除く。） 
水産 1 種 
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 
水道 3 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲

げるもの 
0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 

水産 3 種 
工業用水 
農業用水 
環境保全 

1mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 
 1 基準値は、年間平均値とする。 
 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、

全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 
 3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3 水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び 3 種の水産生物用 
水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用 
水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4 ：環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

ウ 全亜鉛 

 水生生物の生息状況の適応性 
基準値 
全亜鉛 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 
0.03mg/L 以下

生物特 A 
生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又

は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L 以下

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生育す

る水域 
0.03mg/L 以下

生物特 B 
生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L 以下

備考：基準値は、年間平均値とする。 
出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 
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イ 水質汚濁防止法に基づく排水基準等 
水質汚濁防止法に基づく排水基準及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水

基準を表 2.2.39 に示す。また、長野県公害防止に関する条例に基づく上乗せ排水基準

を表 2.2.40 に示す。 

広域ごみ処理施設は、一般廃棄物処理施設である焼却施設であるため、水質汚濁防

止法に係る特定施設に該当する。 
 

表 2.2.39（1）排水基準（有害物質に関する項目） 

項目 許容限度 項目 許容限度 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.2mg/L

ｼｱﾝ化合物 1mg/L ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg/L

有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁオﾝ、 

ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ 

及び EPN に限る。） 

1mg/L

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg/L

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg/L

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg/L

鉛及びその化合物 0.1mg/L ﾁｳﾗﾑ 0.06mg/L

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5mg/L ｼﾏｼﾞﾝ 0.03mg/L

砒素及びその化合物 0.1mg/L ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.2mg//L

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 

その他の水銀化合物 
0.005mg/L

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1mg/L

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1mg/L

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと。 ほう素及びその化合物 10mg/L（海外以外）

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.003mg/L ふっ素及びその化合物 8mg/l（海外以外）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.3mg/L
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物 

亜硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に 0.4

を乗じたもの、亜硝酸

性窒素及び硝酸性窒

素の合計量 100mg/L

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2mg/L

四塩化炭素 0.02mg/L

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg/L ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 

注 1）「検出されないこと」とは定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下

回ることをいう。 
注 2）砒素及びその化合物についての排出基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際、現に湧出している温泉（温泉法

（昭和 23 年法律第 125 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事

業場に係る排出水については、当分の間適用しない。 
出典：排水基準を定める省令（昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号） 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令第 1 条別表第 2（平成 11 年 12 月 27 日 政令第 433 号） 
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 1 条別表第 2（平成 11 年 12 月 27 日 総理府令第 67 号） 
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表 2.2.39（2） 排水基準（生活環境に係る項目） 

項目 許容限度 

pH 5.8 以上 8.6 以下 

BOD 160（日間平均 120）mg/L 

COD 160（日間平均 120）mg/L 

SS 200（日間平均 150）mg/L 

ノルマルヒキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヒキサン抽出物質含有量 

（動植物油脂類含有量） 
30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120（日間平均 60）mg/L 

燐含有量 16（日間平均 8）mg/L 

備考 
1 「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 
2 この表の排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以上である工場又は事業場に係

る排出水について適用する。 
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、いおう砿業（いおうと共存する硫化

鉄鉱を採掘する砿業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有

量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場

に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される

排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼に排出される

排出水に限って適用する。 
6 窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める

湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イ

オン含有量が 1L につき 9,000mg を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域

及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖

沼として環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適

用する。 

出典：排水基準を定める省令（昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号）
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表 2.2.40（1）上乗せ排水基準（有害物質に関する項目） 

区分 項目 許容限度 

水質汚濁防止法第 2 条第 2 項に

規定する特定施設を有する工場

又は事業場 

カドミウム及びその化合物 0.05mg/L

シアン化合物 0.5mg/L

六価クロム化合物 0.3mg/L

水銀及びアルキル水銀、 

その他の水銀化合物 
0.003mg/L

出典：公害の防止に関する条例（昭和 48 年 3 月 30 日 条例第 11 号第 16 条、別表） 
 

表 2.2.40（2）上乗せ排水基準（生活環境に関する項目） 

排水量 

項目及び許容限度 

BOD（COD）（mg/L） SS（mg/L） 

最大 日間平均 最大 日間平均 

10m3 以上 

50m3 以下 
60 40 90 60

50m3 以上 30 20 50 30

出典：公害の防止に関する条例（昭和 48 年 3 月 30 日 条例第 11 号第 16 条、別表） 
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（6）地下水 
環境基本法に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準及びダイオキシン類対策特

別措置法に基づく水質に係る地下水環境基準を表 2.2.41 に示す。 
 

表 2.2.41 地下水の水質汚濁に係る環境基準等 

項目 基準値 項目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.01mg/L 以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L 以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと。 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03mg/L 以下 

鉛 0.01mg/L 以下 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

六価ｸﾛﾑ 0.05mg/L 以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L 以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと。 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02mg/L 以下 

PCB 検出されないこと。 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L 以下 ｾﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

10mg/L 以下 
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 0.002mg/L 以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L 以下 ふっ素 0.8mg/L 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 以下 ほう素 1mg/L 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L 以下 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L 以下 
注 1）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
注 2）「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法

の定量下限を下回ることをいう。 
出典）地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成 9 年 3 月 13 日 環境庁告示第 10 号） 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成 11 年 12
月 27 日 環境庁告示第 68 号） 
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（7）土壌 
環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類対策特別措置

法に基づくダイオキシン類に関する環境基準を表 2.2.42 に示す。 
 

表 2.2.42 土壌に係る基準値 

項目 
環境上の条件 

検液中濃度 農地における基準 

カドミウム 0.01mg/L 以下 産米中濃度 0.4mg/kg 以下 
全シアン 検出されないこと。 
有機燐 検出されないこと。 
鉛 0.01mg/L 以下

六価ｸﾛﾑ 0.05mg/L 以下

砒素 0.01mg/L 以下 土壌中濃度（田に限る。） 
総水銀 0.0005mg/L 以下

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと。 
ＰＣＢ 検出されないこと。 
銅 土壌中濃度（田に限る。）125mg/kg 未満

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下

四塩化炭素 0.002mg/L 以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下

1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下

トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下

チウラム 0.006mg/L 以下

シマジン 0.003mg/L 以下

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下

ベンゼン 0.01mg/L 以下

セレン 0.01mg/L 以下

ふっ素 0.8mg/L 以下

ほう素 1mg/L 以下

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g 以下

備考 
1 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち、検液中濃度

に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、現状において当該地下水中のこれらの物

質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg/L、0.01mg/L、0.05mg/L、0.01mg/L、0.0005mg/L、0.01mg/L、

0.8mg/L 及び 1mg/L を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg/L、0.03mg/L、0.15mg/L、

0.03mg/L、0.00015mg/L、0.03mg/L、2.4mg/L 及び 3mg/L とする。 
2 「検液中に検出されないこと」とは定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量

下限値を下回ることをいう。 
3 ダイオキシン類（土壌）にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が

250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 
出典：土壌の汚染に係る環境基準について（平成 3 年 8 月 23 日 環境庁告示第 46 号） 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成 11 年 12 月

27 日 環境庁告示第 68 号） 
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（8）自然保護等 

1）環境関連法規制状況 

対象事業実施区域及びその周辺における環境関連法令による指定、規制の状況を

表 2.2.43 に示す。 
 

表 2.2.43 関係法令による指定・規制の状況 

法令等 内容 
事業実施 
区域及び 
その周辺* 

うち事業 
実施区域 

自然環境保全法 
原生自然環境保全地域 × × 

自然環境保全地域 × × 

自然環境保全条例 郷土環境保全地域 × × 

自然公園法 
国立・国定公園 ○ × 

県立自然公園 ○ ○ 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律 
鳥獣保護区 ○ × 

 特別保護地区 × × 
都市計画法 風致地区 × × 
都市緑地保全法 緑地保全地区 × × 
森林法 保安林 × × 
農業振興地域の整備に関する法律 農業振興地域 ○ × 

砂防法 砂防指定 × × 

土砂災害防止法 

土砂災害特別警戒区域 
（土石流） 

○ × 

土砂災害特別警戒区域 
（急傾斜地の崩壊） 

× × 

土砂災害防止法により長野県が指定

土砂災害警戒区域 
（土石流） 

○ ○ 

土砂災害警戒区域 
（急傾斜地の崩壊） 

○ × 

水環境保全条例 水道水源保全地区 × × 

景観条例 景観育成特定地区 × × 
注 1）有：○ 無：× 
注 2）事業実施区域及びその周辺とは、対象事業実施区域より半径 4km の範囲。 
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2）自然公園等の状況 

対象事業実施区域及びその周辺における自然公園の指定状況を表 2.2.44 に、自然

公園の位置図を図 2.2.11 に示す。 
対象事業実施区域及びその周辺には八ヶ岳中信高原国定公園及び塩嶺王城県立公

園がある。対象事業実施区域は塩嶺王城県立公園の指定地域内である。 
 

表 2.2.44 自然公園の指定状況 
平成 19 年 4 月現在 

公園名 面積（ha） 指定年月日 

八ヶ岳中信高原国定公園 39,857 昭和 39 年 6 月 1 日 

塩嶺王城県立公園 1,340 昭和 39 年 6 月 25 日 

出典：「長野県ホームページ（自然公園状況一覧）」 

 
3）鳥獣保護区 

対象事業実施区域及びその周辺における鳥獣保護区の整備状況を表 2.2.45 に、鳥

獣保護区の位置図を図 2.2.12 に示す。 
対象事業実施区域及びその周辺には、塩嶺、みどり湖、勝弦の 3 つの鳥獣保護区

がある。対象事業実施区域はいずれの鳥獣保護区の指定地域外である。 
 

表 2.2.45 鳥獣保護区の整備状況 
名称 所在地 面積（ha） 期限 

塩嶺 岡谷市、塩尻市 1882 平成 27 年 10 月 31 日 

みどり湖 塩尻市 35 平成 24 年 10 月 31 日 

勝弦 塩尻市 471 平成 26 年 10 月 31 日 

注）塩嶺は一部特別保護区を含む。 
出典：「平成 22 年度版 長野県鳥獣保護区等位置図」（長野県） 

 

4）土砂災害警戒区域 

対象事業実施区域及びその周辺における土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警

戒区域及び土砂災害警戒区域の指定状況を図 2.2.13 に示す。 
対象事業実施区域及びその周辺では、土砂災害特別警戒地域（土石流）、土砂災害

警戒地域（土石流）及び土砂災害警戒地域（急傾斜地の崩壊）の指定がされている。

対象事業実施区域は、土砂災害警戒地域（土石流）に指定されている。市町村は、

地域防災計画において、土砂災害警戒地域に指定された場所ごとに警戒避難体制等

の整備を行うこととなっている。 
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5）その他 

対象事業実施区域及びその周辺における農業振興地域、森林地域等の状況を図 2.2.14
に示す。 

 
ア 農業振興地域 
対象事業実施区域のある岡谷市には樋沢地区、半ノ木地区及び栃久保地区に農業

振興地域がある。 
 

イ 森林地域 
「長野県統合型地理情報システム しんしゅうくらしのマップ」によると、対象

事業実施区域及びその周辺には、森林地域がある。 
森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興及び森林の有

する諸機能の維持増進を図る必要がある地域である。 
 

ウ 景観育成住民協定地区 
「長野県統合型地理情報システム しんしゅうくらしのマップ」によると、対象

事業実施区域及びその周辺には、景観育成協定がある。 
長野県では、県民参加による景観育成の取り組みとして、地域住民が景観づくり

のために自主的なルールを定め、それを守り育てるための協定を締結した場合に、

景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けている。 
対象事業実施区域及びその周辺には、中央通り 1,2 丁目商店街景観形成住民協定、

丸山橋線沿道まちづくり協定がある。 
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2.2.8 地域の環境に係る方針等の状況 
（1）岡谷市環境基本計画 

岡谷市は、「岡谷市環境基本条例」に基づき、「第 2 次岡谷市環境基本計画」を策

定している。 
第 2 次岡谷市環境基本計画の基本目標及び目標達成のための施策を表 2.2.46 に示

す。 
 

表 2.2.46（1）第 2 次岡谷市環境基本計画の基本目標及び目標達成のための施策 
望ましい 
環境像 

基本目標 目標達成のための施策 

あ
ふ
れ
る
緑
と
清
ら
か
な
水
に
つ
つ
ま
れ
た
ま
ち 

1.かけがえのない地球環境を守るまち

《地球環境の保全》 

（1）地球温暖化防止への取り組み 
①省エネルギー活動の推進 
②新エネルギー利用の促進 

（2）市民と進める地球環境の保全 
①協働による地球環境の保全 
②環境関連団体との連携 
③環境情報の整備 

2.豊かな自然とふれあえるまち 
《自然環境の保全》 

（1）地域の特性に応じた自然環境の保全 
①健全な水資源の確保 
②里山の保全 
③在来生物の保護（生物多様性の保全） 
④農地、森林の保全（防災、減災害） 
⑤自然環境保全の推進 

（2）自然とのふれあいの推進 
①自然とのふれあいの場の整備 
②自然環境体験、自然環境学習の推進 

3.安全で安心なすがすがしいまち 
《生活環境の保全》 

（1）総合的な生活環境保全対策の推進 
①水質汚濁、土壌汚染、大気汚染の防止 
②騒音、振動防止 

（2）野外焼却（野焼き）、不法投棄の防止 
①監視体制の強化 
②啓発活動の展開 

出典：「第 2 次岡谷市環境基本計画」（平成 22 年 岡谷市） 
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表 2.2.46（2）第 2 次岡谷市環境基本計画における基本目標及び目標達成のための施策 
望ましい 
環境像 

基本目標 目標達成のための施策 

あ
ふ
れ
る
緑
と
清
ら
か
な
水
に
つ
つ
ま
れ
た
ま
ち 

4.ものを大切にするまち 
《循環型社会の構築》 
 

（1）廃棄物の発生抑制、再資源化の推進 
①3R の推進 
②再資源化の推進 
③家庭ごみの有料化の定着 
④ごみの収集の円滑化、効率化 

（2）廃棄物の適正処理の推進 
①廃棄物の適正処理と施設の維持管理 
②廃棄物処理広域化の推進 
③産業廃棄物の適正処理 

5.美しさと潤いのあるまち 
《快適環境の形成》 

（1）景観の保全と創出 
①景観を守り、新たな創出 
②緑化と美化の推進 

（2）歴史的・文化的資産の保存と活用 
①歴史的遺産や文化的資産の保存と活用 

6.みんなが環境保全に参加するまち 
《参加と協働》 

（1）自発的参加と行動、学習の推進 
①環境教育・学習の推進 
②環境情報の活用 
③市民・事業者・行政との協働 

出典：「第 2 次岡谷市環境基本計画」（平成 22 年 岡谷市） 

 
（2）ごみ処理基本計画 

湖周地区では、平成 30 年度を達成の目標とした「ごみ処理基本計画」を平成 17
年 3 月に策定し、平成 21 年 3 月に修正している。 
湖周地区のごみ処理基本計画の基本方針は以下のとおりである。 

 
1）1R から 3R への転換 

1R（リサイクル）を進めるだけでは、大量破棄が大量リサイクルに変わるだけに

なる恐れがあり、2R（リデュース、リユース）をリサイクルに優先して行うことで

ごみを減らし、ごみを作らない社会を実現する。 
2）環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 
ごみの収集運搬、中間処理、最終処分において、環境への負荷を低減し、資源・

エネルギーの効率的な回収に努め、地域の自然環境や生活環境に配慮したごみ処理

システムを構築する。 
3）広域ごみ処理体制の整備 

収集運搬から最終処分場にいたるごみ処理過程を広域化し、計画を効率的、効果

的に実施することにより、循環型社会の実現を図る。 
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（3）開発動向等 

岡谷市における土地利用構想の内容を表 2.2.47 及び図 2.2.15 に示す。 
「第 4 次岡谷市総合計画」では、地域の振興を基本として、自然的、社会的、文

化的な特性に配慮した、土地の有効活用を図り、健康で文化的な生活環境の確保と

地域の均衡ある発展を総合的かつ計画的に推進するとしている。 
また、企業立地を推進するため、周辺環境に配慮しながら土地利用の転換に努め

るとしている。 
対象事業実施区域では、大規模な開発は計画されていない。 

 
表 2.2.47 土地利用構想 

  構想内容 

地域別土地利用 

北部地域 
水源かん養などの機能が低下しないよう、自然環境の保全に努

めるとともに、森林の保全、整備を推進する。 

中部地域 

都市化の進展に対応して、地域の実情に応じた秩序ある土地の

有効利用と都市機能の充実に努め、基盤整備とあわせて都市景観

整備を進めることにより、市民の憩いの場としての公園、緑地、水辺

環境などの充実を図り、快適な都市環境の整備を推進する。 

南部地域 

周辺環境などに配慮しながら地域の活性化に向けて都市基盤整

備を推進する。また、西山地域は、森林保全整備を推進し、自然を

守り育て、森林の総合的な利用を推進する。一方、諏訪湖について

は、自然環境、景観の保全に努め、湖と景観を活かした親水環境の

形成を推進する。 

目的別土地利用 

中心市街地 
ゾーン 

商業、業務、医療、文化、住宅と交通並びに情報通信機能の集

積、誘導を進め、それぞれの有機的な連携を図ることによって、本

市の中核的な拠点地区の形成を図る。 

森林保全 
ゾーン 

保安林指定、もしくは保全を優先すべき森林区域であり、土砂流

出防備、水源かん養などの公益機能の充実、自然資源を活かした

整備を図る。 

森林ふれあい 
ゾーン 

自然とふれあい、レクリエーション活動などの場として、森林や公

園施設などの機能を増進するための整備を進め、森林の総合的な

利用を推進する。 

親水ふれあい 
ゾーン 

水辺の自然環境に配慮しながら、水辺環境と自然を活かした緑

豊かな快適空間を確保し、憩いとやすらぎの場、心身の健康づくり

の場、スポーツ、文化などの交流の場として整備を進める。 

出典：「第 4 次岡谷市総合計画」（平成 21 年 岡谷市） 
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出典：「第 4 次岡谷市総合計画」（平成 21 年 岡谷市） 
図 2.2.15 土地利用構想図 


